
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉徴収票の電子交付 

Ｑ：源泉徴収票が電子交付できるようにな

ったとか。どのようになったのですか？ 

 

Ａ：平成19年1月から交付できるようにな

りますが、受給者毎に承諾をとらなければな

りませんので注意してください。 

【解説】 

今年度の税制改正で、源泉徴収票を電子交

付することが認められることとなりました。 

実施の時期は、来年の１月からとなってい

ます。 

この電子交付を実施する要件としては、①

受給者に対して、事前に電子交付の方法や内

容を示して、電磁的方法又は書面で承諾を得

ること、②電磁的方法について、映像面への

表示及び書面への出力が可能であること、③

受給者に対して電子交付をする旨を通知する

こと、④受給者から請求がある場合には、書

面により交付することが必要とされています。 

この受給者に対する承諾は、受給者毎に行

わなければならず、労使協定などではできな

いこととされていますので注意が必要です。 

なお、承諾についての書式等は、特に定め

られていませんが、電子交付する書類の種類、

電磁的方法の種類や具体的な方法、受信者フ

ァイルへの記録方法、交付予定日、交付開始

日等を電磁的方法によって受給者に示し、こ

れに入力してもらうといったことになると思

われます。具体的な交付は、電子メール、社

内ＬＡＮ、インターネットによる閲覧、ＦＤ

やＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭなどが考えられます。 
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